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平成29年2月16日

避難勧告等に関するガイドラインにおける避難勧告等
の発令基準設定例と流域雨量指数の活用について

aikawa-t85aa
テキストボックス
資料３－２
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内閣府「避難勧告に関するガイドライン」（平成29年1月改定）

平成28年台風第10号の水害を踏まえて「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、「水位周知河川」

及び「その他河川」の洪水について、水位が急上昇する前の早い段階から避難準備・高齢者等避難開始等の

発令を可能とするために、「流域雨量指数の予測値」等も用いる判断基準が新たに追記された。

避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急）

洪
水
予
報
河
川

１：指定河川洪水予報により、A川のB水位観測所の水位が避難判断水位である
○○mに到達したと発表され、かつ、水位予測において引き続きの水位上昇が
⾒込まれている場合
２：指定河川洪水予報の水位予測により、A川のB⽔位観測所の⽔位が氾濫危険⽔
位に到達することが予想される場合（急激な⽔位上昇による氾濫のおそれのあ
る場合）
３：軽微な漏⽔・侵⾷等が発⾒された場合
４：避難準備・⾼齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降⾬を伴う台⾵
等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

１：指定河川洪水予報により、A川のB⽔位観測所の⽔位が氾濫危険⽔位であ
る○○mに到達したと発表された場合（又は当該市町村・区域の危険水位に
相当する○○ｍに到達したと確認された場合）
２：指定河川洪水予報の水位予測により、A川のB水位観測所の水位が堤防天
端高（又は背後地盤高）を越えることが予想される場合（急激な水位上昇に
よる氾濫のおそれのある場合）
３：異常な漏⽔・侵⾷等が発⾒された場合
４：避難勧告の発令が必要となるような強い降⾬を伴う台⾵等が、夜間から明
け方に接近・通過することが予想される場合
※４については、対象とする地域状況を勘案し、基準とするか判断すること

１：決壊や越水・溢水が発生した場合
２：A川のB⽔位観測所の⽔位が、氾濫危険
水位である（又は当該市町村・区域の危
険水位に相当する）○○mを越えた状態
で、指定河川洪水予報の水位予測により、
堤防天端高（又は背後地盤高）である
○○mに到達するおそれが高い場合（越
水・溢水のおそれのある場合）
３：異常な漏⽔・侵⾷の進⾏や⻲裂・すべ
り等により決壊のおそれが高まった場合
４：樋⾨・⽔⾨等の施設の機能⽀障が発⾒
された場合（発令対象区域を限定する）

水
位
周
知
河
川

１：A川のB水位観測所の水位が避難判断水位である○○mに到達した場合
２：A川のB水位観測所の⽔位が⽔防団待機⽔位（⼜は氾濫注意⽔位）を越えた状
態で、次の①〜③のいずれかにより、急激な⽔位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が急激に上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準に到達する場合
③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予測⾬量において、
累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が○○mm以上となる場合）
３：軽微な漏⽔・侵⾷等が発⾒された場合
４：避難準備・⾼齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降⾬を伴う台⾵
等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合
※避難判断⽔位、氾濫注意⽔位、⽔防団待機⽔位のいずれもが設定されていない
場合、１、２の代わりとして、洪⽔警報の発表に加え、さらに上記の①〜③を
参考に⽬安とする基準を設定し、発令することが考えられる
※２については、河川の状況に応じて①〜③のうち、適切な⽅法を⼀つまたは複
数選択すること

１：A川のB⽔位観測所の⽔位が氾濫危険⽔位（洪⽔特別警戒⽔位）である
○○mに到達した場合
２：A川のB水位観測所の⽔位が氾濫注意⽔位（⼜は避難判断⽔位）を越えた
状態で、次の①〜③のいずれかにより、急激な⽔位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が急激に上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準を⼤きく超過する場合
③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予測⾬量にお
いて、累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が○○mm以上となる場
合）
３：異常な漏⽔・侵⾷等が発⾒された場合
４：避難勧告の発令が必要となるような強い降⾬を伴う台⾵等が、夜間から明
け方に接近・通過することが予想される場合
※２については、河川の状況に応じて①〜③のうち、適切な⽅法を⼀つまたは
複数選択すること
※４については、対象とする地域状況を勘案し、基準とするか判断すること

１：決壊や越水・溢水が発生した場合
２：A川のB水位観測所の水位が堤防高（又
は背後地盤高）である○○mに到達する
おそれが高い場合（越水・溢水のおそれ
のある場合）
３：異常な漏⽔・侵⾷の進⾏や⻲裂・すべ
りの発生等により決壊のおそれが高まっ
た場合
４：樋⾨・⽔⾨等の施設の機能⽀障が発⾒
された場合（発令対象区域を限定する）

そ
の
他
河
川
等

１：A川のB水位観測所の水位が○○m（水防団待機水位等）に到達し、次の①〜
③のいずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準に到達する場合
③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予測⾬量において、
累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が○○mm以上となる場合）
２：軽微な漏⽔・侵⾷等が発⾒された場合
３：避難準備・⾼齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降⾬を伴う台⾵
等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合
※１については、河川の状況に応じて①〜③のうち、適切な⽅法を⼀つまたは複
数選択すること
※水位を観測していない場合、１の代わりとして、洪水警報の発表に加え、さら
に上記の②または③を参考に⽬安とする基準を設定して発令することが考えら
れる。

１：A川のB水位観測所の水位が○○m（氾濫注意⽔位等）に到達し、次の①
〜③のいずれかにより、引き続き⽔位上昇のおそれがある場合
①B地点上流の⽔位観測所の⽔位が上昇している場合
②A川の流域⾬量指数の予測値が洪⽔警報基準を⼤きく超過する場合
③B地点上流で⼤量⼜は強い降⾬が⾒込まれる場合（実況⾬量や予測⾬量にお
いて、累加⾬量が○○mm以上、または時間⾬量が○○mm以上となる場
合）
２：異常な漏⽔・侵⾷等が発⾒された場合
３：避難勧告の発令が必要となるような強い降⾬を伴う台⾵等が、夜間から明
け方に接近・通過することが予想される場合
※１については、河川の状況に応じて①〜③のうち、適切な⽅法を⼀つまたは
複数選択すること
※３については、対象とする地域状況を勘案し、基準とするか判断すること
※水位を観測していない場合や基準となる水位の設定ができない場合には、１
の水位基準に代わり、上記②または③を参考に目安とする基準を設定し、カ
メラ画像や⽔防団からの報告等を活⽤して発令する。

１：決壊や越水・溢水が発生した場合
２：A川のB水位観測所の水位が堤防高（又
は背後地盤高）である○○mに到達する
おそれが高い場合（越水・溢水のおそれ
のある場合）
３：異常な漏⽔・侵⾷の進⾏や⻲裂・すべ
りの発生等により決壊のおそれが高まっ
た場合
４：樋⾨・⽔⾨等の施設の機能⽀障が発⾒
された場合（発令対象区域を限定する）
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• 各地点での中小河川の洪水危険度※の高まりを表す。
• 流域で降った大雨による中小河川の外水氾濫による洪水害発生との相関が雨量よりも高い。
※ 危険度は、洪水警報等の基準値への到達状況に応じて色分け表示される。洪水警報等の基準値は、過去の災害発生時の流域雨量指数を

網羅的に調査した上で設定しており、計算処理上の仮定に記載した、指数計算では考慮されていない要素も基準値には一定程度反映されている。

流域雨量指数の特徴

計算処理上の仮定
河川の形状は、実際に即したものではなく逆三角形の形状を仮定している。また、ダムや堰、水門等の人為的な流⽔の
制御、潮位の影響は考慮していない。水位や流量による実況補正の処理は⾏っていない。本川と⽀川の合流点付近では、
本川の⽔位が⾼いときには⽀川から流れ込みにくくなるが、流域⾬量指数はこれを反映しない。

○流域雨量指数は、流域に降った雨水が、地表面や地中を通って河川に流れ出し、河川に沿って流れ下る量を数値化したもの。
○過去の災害発生時の流域雨量指数の値に基づき、気象庁が発表する洪水警報等の基準値を設定している。
○平成29年度出水期より、流域雨量指数の計算格子を5kmから1kmに精緻化し、長さ15km未満の小河川も計算対象とする。

流域雨量指数の概要とその精緻化

3

格子間隔 5km

対象河川の
条件

国土数値情報に
登録 されてい る

河川のうち、長さ
15km以上の河川

格子間隔 1km

対象河川の
条件

国土数値情報に
登録されている
全ての河川

現在

H29～

赤色が新たに計算対象
となる河川（岩手県の例）

浸
透
を
考
慮
し
た
流
出

※任意の地点で算出。

河川に
流れ出る浸透
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流域雨量指数の予測値による洪水危険度の見通しの把握（平成29年度出水期より）

4

○ 流域雨量指数は、河川毎に、上流域に降った雨によって、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高まるかを
把握するための指標で、洪水警報等の発表基準に用いています。
○ 河川毎に、これまでに降った雨（解析雨量）とこれから降ると予想される雨（６時間先までの降水短時間予報等）を
取り込んで、上流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算し、指数化した値を６時間先までの予測値として
算出し、洪水警報等の基準値への到達状況に応じて色分けした時系列で表示しています。流域雨量指数を使用する
場合には、その値だけではなく基準値との比較によって色分け表示される危険度を参照することが重要です。

内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関する検討会」（第２回）資料５より
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00

水
位
(m
)

A川のB水位観測所
の水位

氾濫危険⽔位

氾濫注意⽔位
水防団待機水位

避難判断水位

１３:００時点の流域雨量指数の予測値

1 12 13 14 15 16 17 18 19
時 時 時 時 時 時 時 時 時

単独 単独 単独 00 00 00 00 00 00 00 00 00
基準 基準 基準 分 分 分 分 分 分 分 分 分

10.6 11.411.912.714.217.123.733.7

市町村 基準河川

基準Ⅱ 基準Ⅰ
（警報基準） （注意報基準）

○○市 A川 45.0 41.0 12.1

複合
基準

基準Ⅲ

複合
基準

42.0

１２:００時点の流域雨量指数の予測値

0 11 12 13 14 15 16 17 18
時 時 時 時 時 時 時 時 時

単独 単独 単独 00 00 00 00 00 00 00 00 00
基準 基準 基準 分 分 分 分 分 分 分 分 分

市町村 基準河川
基準Ⅲ

基準Ⅱ 基準Ⅰ
（警報基準） （注意報基準）

複合
基準

複合
基準

○○市 A川 45.0 41.0 12.1 10.6 11.011.411.912.614.018.027.338.5

命に危険を及ぼすおそれのある○○市の水位周知河川A川における避難準備・高齢者等避難開始の
判断基準

A川のB水位観測所の水位が水防団待機水位（又は氾濫注意水位）を越えた状態で、
A川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合

内閣府「避難勧告に関するガイドライン」（平成29年1月改定）

水位周知河川の「流域雨量指数の予測値」を用いた判断基準設定例

流域雨量指数の予測値を用いることで、実際に水位が急激に上昇するよりも数時間前の

早いタイミングで避難準備・高齢者等避難開始の発令が可能に。

13:00時点で
｢避難準備･高齢
者等避難開始｣
の発令を判断

流域雨量指数の予測値は
警報基準（単独基準Ⅱ）
未満。

流域雨量指数の予測値が
警報基準（単独基準Ⅱ）に
到達。

12:00 水防団待機水位を超過。

６時間先までの予測値

5

６時間先までの予測値

※ 水位を観測していない河川では、
水位の代わりに現地情報（カメラ
画像、水防団からの報告等）を
用いる。

12:00時点では
発令なし

市町村における発令
判断のイメージ
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00

水
位
(m
)

A川のB水位観測所
の水位

氾濫危険⽔位

氾濫注意⽔位
水防団待機水位

避難判断水位

4 15 16 17 18 19 20 21 22
時 時 時 時 時 時 時 時 時

単独 単独 単独 00 00 00 00 00 00 00 00 00
基準 基準 基準 分 分 分 分 分 分 分 分 分

市町村 基準河川
基準Ⅲ

基準Ⅱ 基準Ⅰ
（警報基準） （注意報基準）

複合
基準

複合
基準

○○市 A川 45.0 41.0 12.1 11.0 14.220.834.044.549.648.544.139.1

１６:００時点の流域雨量指数の予測値

4 15 16 17 18 19 20 21 22
時 時 時 時 時 時 時 時 時

単独 単独 単独 00 00 00 00 00 00 00 00 00
基準 基準 基準 分 分 分 分 分 分 分 分 分

市町村 基準河川
基準Ⅲ

基準Ⅱ 基準Ⅰ
（警報基準） （注意報基準）

複合
基準

複合
基準

○○市 A川 45.0 41.0 12.1 11.0 14.220.832.343.949.648.544.139.1

１６:２０時点の流域雨量指数の予測値

命に危険を及ぼすおそれのある○○市の水位周知河川A川における避難勧告の判断基準
A川のB水位観測所の水位が氾濫注意水位（又は避難判断水位）を越えた状態で、
A川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合

内閣府「避難勧告に関するガイドライン」（平成29年1月改定）

水位周知河川の「流域雨量指数の予測値」を用いた判断基準設定例

流域雨量指数の予測値を用いることで、水位が氾濫危険水位に到達する前であっても、
急激な水位上昇のおそれがある場合には早めの避難勧告の発令が可能に。

16:20時点で
｢避難勧告｣
の発令を判断

流域雨量指数の予測値は
警報基準（単独基準Ⅱ）を
大きく超過しているが、
水位が氾濫注意水位未満。

16:20 氾濫注意水位を超過。

６時間先までの予測値

6

６時間先までの予測値

流域雨量指数の予測値が
警報基準（単独基準Ⅱ）を
大きく超過し、かつ、
水位も氾濫注意水位を超過。

※ 水位を観測していない河川では、
水位の代わりに現地情報（カメラ
画像、水防団からの報告等）を
用いる。

※ ここでは、基準Ⅲへの到達をもって「警報基準
（単独基準Ⅱ）を大きく超過」したとみなしている。

16:00時点では
発令なし

市町村における発令
判断のイメージ
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当該河川が増水し、雨の強さによっては周辺の河川や

下水道の氾濫による重大な浸水害のおそれがあります。

当該河川が増水し、雨の強さによっては周辺の河川や
下水道の氾濫による軽微な浸水害のおそれがあります。

※ 洪水予報河川の氾濫に対する避難勧告等の発令に
ついては、流域雨量指数ではなく、河川管理者と気象台が
共同で発表している「指定河川洪水予報」の内容に応じて
検討してください。

氾濫による重大な浸水害のおそれが高まっています。避難準備・高齢者等避難開始の発令を検討してください。

氾濫による重大な浸水害のおそれがあります。避難準備・高齢者等避難開始の発令を検討してください。

雨の強さによっては周辺で重大な浸水害のおそれがあります。

周辺で軽微な浸水害のおそれがあります。

雨の強さによっては周辺で軽微な浸水害のおそれがあります。

※ 水位周知河川の避難勧告の発令については、実際に水位が上昇した段階では、流域雨量指数よりも、
河川管理者が発表している「水位到達情報」の内容を優先して検討してください。

※現地情報（水位やカメラ画像、水防団からの報告等）と合わせた利用をお願いします。

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時

単独 単独 単独 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
基準 基準 基準 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分

複合
基準

杉並区 神田川 7.0 5.6

善福寺川 12.9

市町村 基準河川
基準Ⅲ

基準Ⅱ 基準Ⅰ
既往

最大事例

（警報基準） （注意報基準）

複合
基準

7.5
7.7

(2005.9.4)

妙正寺川 7.3 6.6 6.3 5.3 4.5 1.8 1.7

5.4 6.2 6.3 6.5 7.2 7.44.6 4.8 4.9 5.2 5.3 5.53.7 3.7 3.8 4.0 4.1 4.5

11.2 10.0 8.9 5.0 3.8 3.7

5.5 6.6 6.9 7.5 8.3
7.1

(2005.9.4)
2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 4.22.1 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4

9.010.111.211.511.8
12.9

(2005.9.4)
4.5 4.8 5.0 7.2 7.9 8.54.1 4.3 4.3 4.3 4.2 4.4

16.817.3
18.3

(2005.9.4)

妙正寺川 13.1 9.4 7.4 7.5 6.3 5.3

8.912.113.514.215.316.15.1 5.2 5.3 5.6 5.6 5.75.7 4.3 4.4 4.6 5.2 5.1神田川 13.0
14.4

(2005.9.4)
新宿区 神田川 18.5 17.1 9.1 7.6 7.4

8.2 9.710.511.312.814.56.6 6.8 7.0 7.2 7.2 7.65.0 5.1 5.7 6.0 6.2 6.3

中野区 10.7

18.018.619.019.620.3
22.2

(2005.9.4)
9.0 9.610.014.415.817.18.2 8.6 8.6 8.6 8.4 8.8

6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 7.25.3 5.0 5.1 5.7 6.0 6.2妙正寺川 13.1 9.4 7.4 7.5 6.3 14.5
14.4

(2005.9.4)
7.6 8.2 9.710.511.312.8

防災情報提供システムにおける流域雨量指数の予測値の表示

流域雨量指数の
６時間先までの予測値流域雨量指数の過去１２時間の値

６時間先までの予測値と洪水警報等の
基準値への到達状況が確認できます。
危険度の や は、過去の重大な災害の
発生時に匹敵する危険な状況を表します。

○洪水警報・注意報が発表されたときに、どの河川で警報・注意報の基準に到達する予想となっているかを詳細に確認
することができます。
• 流域雨量指数の予測値が洪水警報等の基準に到達したかどうかを判定し、到達していた場合にはそれぞれの基準欄と同じ背景色でその時間帯を表示します。

○避難準備・高齢者等避難開始の発令基準に到達する予想となっているか、警報基準（単独基準Ⅱ）への到達状況を確認
することができます。
• 内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」では、「水位周知河川」及び「その他河川」において「流域雨量指数の予測値」が洪水警報基準（単独基準Ⅱ）に
到達すること（帳票における 又は ）をもって「避難準備・高齢者等避難開始」等を発令するという発令基準が例示されています。

○水位周知河川・その他河川 ○洪水予報河川

※複合基準Ⅱ は、雨の強さによっては洪水
警報基準に到達しているおそれがあります。
「洪水警報の危険度分布」を確認するなど
して、 の危険度が出現していた場合には、
当該河川について洪水警報発表時の対応
をお願いします。
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防災情報提供システムにおける流域雨量指数の予測値の利用上の留意点

【水位が上昇する前】
○流域面積の大きくない「水位周知河川」や「その他河川」においては水位が急激に上昇するため、実際に水位が上昇するよりも数時間前の
早い段階から、当該河川の「流域雨量指数の予測値」を参照・利用いただくことが重要です。

• 内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」では、「水位周知河川」及び「その他河川」において「流域雨量指数の予測値」が
洪水警報基準（単独基準Ⅱ）に到達すること（帳票における 又は ）をもって「避難準備・高齢者等避難開始」等を発令するという発令基準が
例示されています。

• 警報基準等への到達は、必ずしも常に6時間前から予測できるとは限りません。積乱雲の急発達に伴う大雨などによって や の表示が
突として1時間先などに出現する場合もありうることに留意して、早めの対応を検討してください。

【水位が上昇した段階】
○実際に水位が上昇した段階では、流域雨量指数のみを参照するのではなく、現地情報（水位やカメラ画像、水防団からの報告等）と
合わせた利用をお願いします。

• 「水位周知河川」の避難勧告の発令については、実際に水位が上昇した段階では、流域雨量指数よりも、河川管理者が発表している
「水位到達情報」の内容を優先して検討してください。

○「洪水予報河川」の氾濫に対する避難勧告等の発令については、流域雨量指数ではなく、河川管理者と気象台が共同で発表している
「指定河川洪水予報」の内容に応じて検討してください。
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時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時

単独 単独 単独 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
基準 基準 基準 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分

複合
基準

杉並区 神田川 7.0 5.6

善福寺川 12.9

市町村 基準河川
基準Ⅲ

基準Ⅱ 基準Ⅰ
既往

最大事例

（警報基準） （注意報基準）

複合
基準

7.5
7.7

(2005.9.4)

妙正寺川 7.3 6.6 6.3 5.3 4.5 1.8 1.7

5.4 6.2 6.3 6.5 7.2 7.44.6 4.8 4.9 5.2 5.3 5.53.7 3.7 3.8 4.0 4.1 4.5

11.2 10.0 8.9 5.0 3.8 3.7

5.5 6.6 6.9 7.5 8.3
7.1

(2005.9.4)
2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 4.22.1 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4

9.010.111.211.511.8
12.9

(2005.9.4)
4.5 4.8 5.0 7.2 7.9 8.54.1 4.3 4.3 4.3 4.2 4.4

16.817.3
18.3

(2005.9.4)

妙正寺川 13.1 9.4 7.4 7.5 6.3 5.3

8.912.113.514.215.316.15.1 5.2 5.3 5.6 5.6 5.75.7 4.3 4.4 4.6 5.2 5.1神田川 13.0
14.4

(2005.9.4)
新宿区 神田川 18.5 17.1 9.1 7.6 7.4

8.2 9.710.511.312.814.56.6 6.8 7.0 7.2 7.2 7.65.0 5.1 5.7 6.0 6.2 6.3

中野区 10.7

18.018.619.019.620.3
22.2

(2005.9.4)
9.0 9.610.014.415.817.18.2 8.6 8.6 8.6 8.4 8.8

6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 7.25.3 5.0 5.1 5.7 6.0 6.2妙正寺川 13.1 9.4 7.4 7.5 6.3 14.5
14.4

(2005.9.4)
7.6 8.2 9.710.511.312.8

流域雨量指数の
６時間先までの予測値流域雨量指数の過去１２時間の値

６時間先までの予測値と洪水警報等の
基準値への到達状況が確認できます。
危険度の や は、過去の重大な災害の
発生時に匹敵する危険な状況を表します。

洪水予報河川
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水位周知河川・その他河川




